
1



学校部活動及び新たな地域クラブ活動の在り方等に関する総合的なガイドライン
（R4.１２月 スポーツ・文化庁）
（１） 前文

学校部活動は、スポーツ・文化芸術に興味・関心のある同好の生徒
が自主的・自発的に参加し、部活動顧問の指導の下、学校教育の一
環として行われ、教師の献身的な支えにより、我が国のスポーツ・
文化芸術振興を担ってきた。

また、体力や技能の向上を図る目的以外にも、異年齢との交流の中
で、生徒同士や生徒と教師等との好ましい人間関係の構築を図り、
学習意欲の向上や自己肯定感、責任感、連帯感の涵養に資するなど、
学校という環境における生徒の自主的で多様な学びの場として、教
育的意義を有してきた。
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令和元年に、中央教育審議会や国会から、学校における働き方改革
等の観点を含め、部活動を学校単位から地域単位の取組とするべき
ことが指摘された。令和２年に、スポーツ庁及び文化庁としても、
令和５年度以降、休日の部活動の「段階的な地域移行」を図ること
とした。

生徒の豊かなスポーツ・文化芸術活動を実現するためには、学校と
地域との連携・協働により、学校部活動の在り方に関し速やかに改
革に取り組み、生徒や保護者の負担に十分配慮しつつ、持続可能な
活動環境を整備する必要がある。

しかし、少子化が進展する中、学校部活動を従前と同様の体制で運
営することは難しくなってきており、学校や地域によっては存続が
厳しい状況にある。また、専門性や意思に関わらず教師が顧問を務
めるこれまでの指導体制を継続することは、学校の働き方改革が進
む中、より一層厳しくなる。
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（２） 本ガイドラインの趣旨

学校部活動の地域移行は、「地域の子供たちは、学校を含
めた地域で育てる。」という意識の下で、生徒の望ましい成
長を保障できるよう、地域の持続可能で多様な環境の一体的
な整備により、地域の実情に応じスポーツ・文化芸術活動の
最適化を図り、体験格差を解消することを目指すものである。
その際、学校部活動の教育的意義や役割については、地域ク
ラブ活動においても継承・発展させ、さらに、地域での多様
な体験や様々な世代との豊かな交流等を通じた学びなどの新
しい価値が創出されるよう、学校教育関係者等と必要な連携
を図りつつ、発達段階やニーズに応じた多様な活動ができる
環境を整えることが必要である。
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（３）概要

中学校の生徒の学校部活動及び地域クラブ活動を主な対象とする。
週当たり２日以上の休養日を設ける。（平日1日以上、休日1日以上、週末
に大会参加等で活動した場合は、休養日を他の日に振り替える）
活動時間【平日2時間程度、学校の休業日（学期中の週末を含む）は3時間
程度】
少子化に伴い、単一学校のみで大会に参加できない場合は、複数校での合
同部活動等の取組を推奨する。
体験型キャンプのような活動、レクリェーション的な活動、シーズン制の
ような複数の種目や分野を経験できる活動等、生徒の志向や体力等の状況
に適したスポーツ・文化芸術に親しむ機会を確保する。
日本中体連は、令和５年度から地域のスポーツ団体等の活動に参加する中
学生の全国中学校体育大会への参加を承認することを決定している。都道
府県中体連においても同様な見直しが図られるよう必要な支援を行う。
日本中体連及び都道府県中体連は、適切な外部指導者がいる場合には校長
が認めた上で引率を可能とするよう、引率規程を見直す。
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部活動の意義や課題

＜生徒・保護者にとって＞ ＜学校・教職員にとって＞

生徒（部員）数の減少

ニーズの多様化

過熱化

指導者が専門外

指導者の転勤

活動量の減少（ガイドラインの制約）

教職員（顧問）数の減少

複数顧問の配置困難

部活動数と顧問数のアンバランス

専門外指導者の精神的負担

働き方改革

ワーク・ライフバランス

＜運動活動全般の内容＞ ＜学校の部活動に特化した内容＞

活動を通した人間形成

望ましい人間関係の構築

自己実現の支援

技能や体力の向上

学校教育と連動

多様な生徒の活躍の場

安価・機会平等

文化芸術、スポーツの裾野拡大

（１） 部活動の意義（メリット）

（２） 部活動の課題
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沖縄県の現状①

※参考文献
・生徒数、学校数：学校基本統計(沖縄県企画部統計課)
・部活動、外部コーチ数：沖縄県中体連「令和4年度 会報」

令和元年 令和２年度 令和３年度 令和４年度

学校数 156校 152校 149校 149校

生徒数 48,382名 48,763名 49,716名 49,896名

部活動数 1,633部 1,420部 1,453部 1,374部

加入率 58.7％ 57.7％ 56.0％ 53.3％

外部コーチ数 986名 900名 979名 978名

部活動指導員数 35名 53名 52名 90(予定)

合同チーム数 20ﾁｰﾑ コロナ感染拡大の為未
調査 20ﾁｰﾑ 25ﾁｰﾑ

総合型地域
スポーツクラブ数

64ｸﾗﾌﾞ 64ｸﾗﾌﾞ 63ｸﾗﾌﾞ 63ｸﾗﾌﾞ
(R4.8月時点)

（１）学校及び総合型地域スポーツクラブ
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（２）クラブチーム・総合型地域スポーツクラブの費用（参考）

競技種目 名称 月謝
※入会金・年会費

保険 登録料

サッカー ヴィクサーレ 10,000円 1,000円未満 1,600円

サッカー ＦＣ琉球
13,000円

※13,000円(入会金)
※13,000円(年会費)

年会費込み 年会費込み

サッカー CAＳA 11,000円
※10,000円(年会費)

月謝込み 月謝込み

バスケットボール
琉球ゴールデン
キングス

4,980円
※11,000円(入会金)
※1,100円(年会費)

年会費込み 確認中

陸上競技 アスリート工房 6,600円
※5,400円(入会金)

入会金込み 1,500円
※協会年間登録料

沖縄県の現状②

※ 令和4年8月確認
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令和3年度 地域運動部活動推進事業【沖縄県】①

（１）令和３年度実践研究の成果と課題及び令和４年度の進捗状況について
○ 新型コロナウイルスの影響により、部活動の休止期間があったため、実施期間
が短期間に留まったが、地域の受け皿の問題、施設の問題、受益者負担の問題等
の諸課題について、関係諸機関と検討会議にて意見交換ができた。

○ 令和４年度も令和３年度に引き続き、うるま市、糸満市が決定しており、拠点
校における取組としては、民間企業（スポーツデータバンク沖縄）を活用しての
人材マッチングや、持続可能な仕組みづくりのための調査業務等を行う予定です。

○ 今後、その実践研究の成果と課題をもとに各関係機関と検討を重ね、部活動の
地域移行に取り組んでいきます。

本県では、国の事業である地域運動部活動推進事業について、令和３年度より受託
し、うるま市、糸満市にて実践研究を実施してしています。うるま市においては具志
川中学校（バドミントン部）、糸満市においては糸満中学校(ソフトテニス部･卓球
部･バドミントン部)にて実施しました。
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地域運動部活動推進事業【うるま市教育委員会】②
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地域運動部活動推進事業【うるま市教育委員会】③
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運営団体の確保方法・経緯

スポーツデータバン
ク沖縄株式会社

当該企業は、2017年より市内学校部活動のあり方について検討や実証
を行っており、教師の働き方改革を目的に、部活動に対して外部指導者
のマッチングや活動運営、コーディネーターなどに従事している。また、
持続的な活動を目指すために、民間資金の活用した取り組みや仕組み構
築などを行っており、本市とは数年にわたり部活動のあり方検討を行っ
ている経緯から、地域移行化についても連携した取り組みを行っている。

課題・困難 対策・工夫

• 現段階では、組織・団体との連係がとれて
いない状況である。

• 市町村の担当部局と各団体と定期的な会議を
実施。

（３）実践研究の取組内容

（４）実践研究の成果

• リモート等を活用し、
活動ができないか模索し
た。

課題に対する対応策・
工夫

• 教育委員会、学校、保護者、その他
関係諸団体へ理解や周知の促進。
• 持続可能な運営が行える団体の確保。
• 休日の部活動の地域移行のためには、
平日の学校部活動との円滑な連携も重
要。

今後に向けた方針・
方向性

• コロナ感染症対策として
部活動の制限があり、十分
な活動が行えなかった。

実践研究で直面した課題





課題・困難 対策・工夫

• 学校現場のニーズに沿った指導者の確保が
難しい。

• 市の他事業で指導している外部指導者を休日
の地域部活動指導員として依頼をしている。
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地域運動部活動推進事業【糸満市教育委員会】④
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地域運動部活動推進事業【糸満市教育委員会】⑤
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運営団体の確保方法・経緯

糸満市教育委員会

※スポーツデータ
バンク沖縄(株)

• 平成30年度に、スポーツ庁の運動部活動の在り方に関する調査研究事
業に関わった経緯があり、教育委員会からの推薦を受けたものである。
※指導者の人材派遣業務を担当している。

課題・困難 対策・工夫

• 中学校が6校約2千名以上の生徒の活動場
所と人材の不足が課題である。

• 今後は市体育協会や関係団体等と連携を図り、
専門的指導ができる人材を配置する等の方法が
必要。

（６）実践研究の取組内容

（７）実践研究の成果

• 教育委員会と学校で合
意書を交わしスペアキー
を作成して、教育委員会
が契約した指導者の責任
のもと管理を行った。

課題に対する対応策・
工夫

• 学校職員や保護者に丁
寧に説明することが重要
だと感じた。
• 関係機関との連携が、
今後は更に重要だと考え
る。

今後に向けた方針・
方向性

• 学校長と学校職員、さらに保護者
の理解が得らたことで、説明会等を
スムーズに行うことができた。
• 学校施設を使用するにあたり、休
日の活動時の施錠管理が課題となっ
た（顧問が休めず、出勤することに
なる）。

実践研究で直面した課題





課題・困難 対策・工夫

• ライセンス取得者が不足、専門的な指導者
の人材が不足

• 市体育協会や関係団体等と連携を図り、人材
の発掘に取り組む。市体協と連携し研修会等を
実施。
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ご静聴ありがとうございました。
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